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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】隅角の構造および状態を検者が把握するうえで
有用な情報を生成する眼科用画像処理プログラムを提供
する。
【解決手段】眼科用画像処理プログラムは、コンピュー
タのプロセッサで実行されることによって、隅角撮影装
置による被検眼の隅角に対する撮影結果として、隅角の
全周の反射画像である全周画像を取得する。更に、前眼
部ＯＣＴによる被検眼の前眼部に対する撮影結果として
、隅角を含む３次元ＯＣＴデータを取得する（Ｓ１）。
また、コンピュータは、全周画像と３次元ＯＣＴデータ
との位置関係についての、対応付けを実行する（Ｓ３）
。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科用画像処理プログラムであって、コンピュータのプロセッサで実行されることによ
り、
　第１撮影装置による被検眼の隅角に対する撮影結果として、前記隅角の全周の反射画像
である全周画像を取得し、更に、第２撮影装置による前記被検眼の前眼部に対する撮影結
果として、前記隅角の断面情報を取得する、取得ステップと、
　前記全周画像と前記断面情報との位置関係を対応付ける対応づけステップと、
を前記コンピュータに実行させる眼科用画像処理プログラム。
【請求項２】
　前記取得ステップは、前記全周画像として、互いに異なる複数の波長域を含む可視光を
照明光とするカラー画像を取得する請求項１記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項３】
前記第２撮影装置は、前眼部のＯＣＴデータを取得するＯＣＴ装置であって、
　前記取得ステップでは、前記前眼部における３次元ＯＣＴデータを前記断面情報として
取得し、
　前記対応づけステップでは、前記３次元ＯＣＴデータと前記全周画像との位置関係を対
応づける請求項１又は２記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項４】
　前記取得ステップでは、前記前眼部における血管領域を含む３次元モーションコントラ
ストデータを３次元ＯＣＴデータとして取得し、
　前記対応づけステップでは、前記３次元モーションコントラストデータと前記全周画像
との位置関係を対応づける請求項３記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項５】
　前記取得ステップでは、更に、前記３次元モーションコントラストデータと対応する３
次元強度ＯＣＴデータを取得し、
　前記対応づけステップでは、前記３次元強度ＯＣＴデータと前記全周画像との対応づけ
によって、前記３次元モーションコントラストデータが前記全周画像とを間接的に対応づ
ける請求項４記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項６】
　前記対応づけステップでは、前記３次元ＯＣＴデータに基づく３次元画像と、前記前記
全周画像とのマッチング処理によって、前記３次元ＯＣＴデータと前記全周画像との位置
関係の対応づけを行う請求項３から５のいずれかに記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項７】
　前記第１撮影装置は、前記隅角における角度分割線に沿った光軸を介して照明光を投受
光すると共に、前記隅角全周の複数の位置に対して前記光軸の位置を変えつつ投受光され
る照明光に基づいて前記全周画像を取得し、
　前記対応づけステップでは、前記第１撮影装置の前記光軸に沿って観たときのＯＣＴ正
面画像を前記３次元ＯＣＴデータに基づいて取得し、前記３次元ＯＣＴデータと前記全周
画像との位置関係の対応づけを、前記ＯＣＴ正面画像と前記全周画像とのマッチング処理
によって行う請求項３から５のいずれかに記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項８】
　前記第１撮影装置は、前記隅角における角度分割線に沿った光軸を介して照明光を投受
光すると共に、前記隅角全周の複数の位置に対して前記光軸の位置を変えつつ投受光され
る照明光に基づいて前記全周画像を取得し、
　前記取得ステップでは、切断面の位置が互いに異なる複数の断面情報による３次元画像
を取得し、
　前記対応づけステップでは、前記３次元画像を前記第１撮影装置における前記光軸に沿
って観たときの２次元画像に基づいて取得し、前記全周画像と前記３次元画像との前記対
応づけを前記２次元画像と前記全周画像とのマッチング処理に基づいて行う請求項１又は
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２記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項９】
　前記マッチング処理は、画像間の相関に基づく請求項７または８記載の眼科用画像処理
プログラム。
【請求項１０】
　前記マッチング処理は、画像間に共通する、隅角の形状に関する情報、および、隅角の
特徴部に関する情報のいずれかを利用する請求項７または８記載の眼科用画像処理プログ
ラム。
【請求項１１】
　前記取得ステップでは、一枚の画像の中で互いに異なる複数種類の特徴部に対してピン
トが一致したマルチフォーカス画像を、前記全周画像として取得する請求項６から１０の
何れかに記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項１２】
　前記マルチフォーカス画像は、フォーカス状態が互いに異なる複数の前記反射画像によ
る合成画像である請求項１１記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項１３】
　前記第１撮影装置は前記全周画像の撮影時における前眼部の正面画像である第１正面画
像を更に撮影し、
　前記第２撮影装置は前記断面情報の生成・取得時における前眼部の正面画像である第２
正面画像を更に撮影し、
　前記対応づけステップでは、前記第１正面画像と前記第２正面画像とを介して、前記全
周画像と前記断面情報とを対応づける請求項１から４のいずれかに記載の眼科用画像処理
プログラム。
【請求項１４】
　前記全周画像と、前記断面情報に基づく断面画像と、の位置関係が対応づけられた態様
でモニタに同時に表示させる表示制御ステップを、更に前記コンピュータに実行させる請
求項１から１３のいずれかに記載の眼科用画像処理プログラム。
【請求項１５】
　眼科用画像処理プログラムであって、コンピュータのプロセッサで実行されることによ
り、
　第１撮影装置による被検眼の隅角に対する撮影結果として、前記隅角の反射画像を取得
し、更に、第２撮影装置による前記被検眼の前眼部に対する撮影結果として、前記隅角の
断面情報を取得する、取得ステップと、
　前記反射画像と前記断面情報との位置関係を対応付ける対応づけステップと、
を前記コンピュータに実行させる眼科用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前眼部の画像に関する眼科用画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　緑内障診断において、被検眼の前房隅角（以下、単に「隅角」という）を観察すること
が有用である。従来、隅角の観察は、隅角鏡（ゴニオレンズ）を介して目視で行われてい
た。しかし、近年、隅角を撮影する種々の撮影手法が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、隅角へ向けて照明光を照射し隅角からの反射光に基づいて隅
角の反射画像を撮影する手法が開示されている。また、例えば、特許文献２には、隅角の
断面に関する情報として隅角のＯＣＴデータを、光干渉断層計によって取得する手法が開
示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開２０１５／１８０９２３号
【特許文献２】特開２０１１－１４７６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、隅角の反射画像と、断面に関する情報とを、互い対応づけることについ
ては何ら検討されていない。このため、例えば、検者が所期する位置における隅角の構造
および状態を、検者が多面的に把握することは困難であった。
【０００６】
　本開示は、従来技術の問題点の少なくとも１つを解決し、隅角の構造および状態を検者
が把握するうえで有用な情報を生成することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の第一態様に係る眼科用画像処理プログラムであって、コンピュータのプロセッ
サで実行されることにより、第１撮影装置による被検眼の隅角に対する撮影結果として、
前記隅角の全周の反射画像である全周画像を取得し、更に、第２撮影装置による前記被検
眼の前眼部に対する撮影結果として、前記隅角の断面情報を取得する、取得ステップと、
前記全周画像と前記断面情報との位置関係を対応付ける対応づけステップと、を前記コン
ピュータに実行させる。
【０００８】
　本開示の第二態様に係る眼科用画像処理プログラムは、コンピュータのプロセッサで実
行されることにより、第１撮影装置による被検眼の隅角に対する撮影結果として、前記隅
角の反射画像を取得し、更に、第２撮影装置による前記被検眼の前眼部に対する撮影結果
として、前記隅角の断面情報を取得する、取得ステップと、前記反射画像と前記断面情報
との位置関係を対応付ける対応づけステップと、を前記コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、隅角の構造および状態を検者が把握するうえで有用な情報が生成され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例の眼科システムの概要を示した図である。
【図２】眼科システムに含まれる隅角撮影装置の概要を示した図である。
【図３】隅角撮影装置で撮影される隅角の反射画像を示した図である。
【図４】撮影位置が互いに異なる反射画像のコラージュによる全周画像を示した図である
。
【図５】眼科システムに含まれる前眼部ＯＣＴの概要を示した図である。
【図６】前眼部ＯＣＴによって撮影される隅角の断面画像を示した図である。
【図７】眼科システムに含まれるコンピュータの概要を示した図である。
【図８】コンピュータにおける動作を示したフローチャートである。
【図９】全周画像と断面画像とを互いに対応づけた態様による第１の表示例である。
【図１０】全周画像と断面画像とを互いに対応づけた態様による第２の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　「概要」
　本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。以下、眼科システム、眼科装置
、眼科画像処理プログラム及び方法、眼科装置制御プログラムおよび方法、に関する実施
形態を開示する。なお、以下の＜＞にて分類された項目は、独立又は関連して利用されう
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る。
【００１２】
　各実施形態に係る眼科システムには、第１撮影装置と、第２撮影装置と、コンピュータ
が少なくとも含まれる（図１参照）。第１撮影装置と第２撮影装置とは、互いに異なるモ
ダリティであって、互いに異なる撮影手法で被検眼の前房隅角（以下、単に「隅角」とい
う）を撮影する。
【００１３】
　＜第1実施形態＞
　まず、第１実施形態について説明する。第1実施形態では、第１撮影装置および第２撮
影装置のそれぞれで、隅角（およびその周辺）の撮影が独立して行われる。各撮影装置に
よる撮影結果は、コンピュータによって対応づけられたうえで、モニタへ表示される。
【００１４】
　＜システムの概略構成＞
　第１撮影装置は、隅角の反射画像を、隅角の全周（換言すれば、眼軸の周囲３６０°）
について撮影する。例えば、第１撮影装置は、眼軸に対して傾斜した光軸を持ち、光軸に
沿って照明光の投受光を行った結果として隅角の反射画像を撮影する（図２，図３参照）
。詳細には、隅角の角度分割線（角膜と虹彩との間を分割する線）に沿うような光軸を介
して照明光は投受光される。第１撮影装置は、隅角の表面組織における撮影範囲の全体に
対して光を照射し、表面組織からの反射光を受光素子によって受光する構成（撮影光学系
）を有してもよい。また、第１撮影装置は、撮影範囲上で照明光を走査する構成を有して
もよい。反射画像は、単色画像であってもよいし、カラー画像であってもよい。カラー画
像は、互いに異なる複数の波長域を含む照明光に基づいて得られる。例えば、カラー画像
は、少なくとも３色の色成分（例えば、赤、青、緑の色成分）を持つ画像である。カラー
画像は、房水流出の機能を確認するうえで有用である。例えば、主要な房水流出経路の１
つに形成されている線維柱帯に対する色素沈着の程度が、カラー画像を通じて確認できる
。
【００１５】
　なお、本実施形態において、「撮影範囲」とは、例えば、１回の撮影トリガの入力に基
づいて撮影（画像化）される領域のことをいう。以下では、特に断りが無い限り、第１撮
影装置における撮影範囲が、隅角全周の一部であるものとして説明する。但し、必ずしも
これに限られるものではなく、第１撮影装置における撮影範囲が、隅角全周に及んでいて
もよい。
【００１６】
　第１撮影装置は、隅角の全周において照明光が投受光される位置（換言すれば、撮影位
置）を眼軸周りに変更しつつ撮影を行うことで、隅角全周を撮影してもよい。この場合、
例えば、第１撮影装置による隅角全周に対する撮影結果は、撮影位置が互いに異なる複数
枚の隅角画像として出力されてもよい。勿論、撮影範囲を隅角全周とする１枚の画像（つ
まり、全周画像）が第１撮影装置による撮影結果として出力されてもよい（図４参照）。
【００１７】
　第２撮影装置は、隅角の断面情報を、被検眼の前眼部に対する撮影結果として取得する
。第２撮影装置としては、隅角についての断面を撮像可能な種々の装置が適用可能である
。例えば、第２撮影装置は、ＯＣＴ（光干渉断層計）装置、シャインプルークカメラ、Ｕ
ＢＭ（超音波生体顕微鏡）等のいずれかであってもよい。断面情報は、隅角における任意
の断面を示す断面画像（図６参照）、または、画像化前のデータであってもよい。第２撮
影装置で取得される断面情報は、３次元的な隅角の構造を示す３次元情報であってもよい
。この場合、互いに異なる複数の断面における断面情報が第２撮影装置によって取得され
、取得された複数の断面情報に基づいて３次元情報を生成する。３次元情報は、例えば、
３次元画像であってもよい。
【００１８】
　コンピュータは、それぞれの撮影装置で取得された隅角の画像または情報を処理し、そ
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の処理結果に基づいて、表示制御、または、いずれかの撮影装置の動作制御等を行う。本
実施形態において、コンピュータのプロセッサに実行されるプログラムには、眼科画像処
理プログラムが含まれており、プロセッサからアクセス可能なメモリに予め記憶されてい
る。
【００１９】
　このようなコンピュータは、いずれかの撮影装置と一体化された装置（眼科装置）であ
ってもよいし、別体であってもよい。各撮影装置およびコンピュータは、有線、または、
無線で相互に接続されており、任意のデータを送受信可能であってもよい。
【００２０】
　また、コンピュータは、モニタに対して全周画像、および、断面画像をそれぞれ出力し
、モニタへ表示させる。
【００２１】
　＜全周画像、および、断面情報の取得＞
　コンピュータは、第１撮影装置による隅角に対する撮影結果として、隅角の全周の反射
画像である全周画像を取得する。また、コンピュータは、第２撮影装置による被検眼の前
眼部に対する撮影結果として、隅角の断面情報を取得する。ここでいう「取得」とは、全
周画像および断面情報をコンピュータがアクセス可能なメモリへ取り込むこと、および、
事前にメモリへ記憶された全周画像および断面情報を読み出すこと、の一方または両方の
動作を指す。
【００２２】
　なお、コンピュータが第１撮影装置および第２撮影装置の何れかと別体の装置である場
合、各撮影装置からの画像転送によって、コンピュータからアクセス可能なメモリに、全
周画像または断面情報が記憶されてもよい。また、コンピュータが第１撮影装置および第
２撮影装置の何れかと一体化されている場合は、その一体化された撮影装置の撮影動作の
結果として、コンピュータからアクセス可能なメモリに全周画像または断面情報が記憶さ
れてもよい。
【００２３】
　ここで、全周画像は、隅角の全周を範囲とする反射画像である。全周画像は、隅角全周
における撮影位置が互いに異なる複数枚の画像のコラージュによって生成されてもよい。
第１撮影装置とコンピュータとが、別体の装置である場合、コラージュは、第１撮影装置
およびコンピュータの何れによって実施されてもよい。
【００２４】
　＜マルチフォーカス画像の取得＞
　コンピュータは、広範囲にピントが合った画像（便宜上、「マルチフォーカス画像」と
称する）による全周画像を取得してもよい。このとき、一枚の画像の中で互いに異なる複
数種類の特徴部に対してピントが一致したマルチフォーカス画像が取得されることが好ま
しい。ここでいう特徴部には、Ｓｃｈｗａｌｂｅ（シュワルベ）線、線維柱帯、強膜岬、
毛様体帯、病変部等が例示される。勿論、全周画像は、略全領域においてピントが合った
画像であってもよい。なお、マルチフォーカス画像の各位置におけるピント状態は、必ず
しも完全に合焦が実現される必要はなく、所期する目的の範囲において多少のズレは許容
される。例えば、マルチフォーカス画像が他の画像とのマッチング処理に利用される場合
においては、そのマッチング処理で許容される精度の範囲でピント状態が完全に合焦した
状態からズレていてもよい。
【００２５】
　ここで、第１撮影装置は、隅角の角度分割線に沿うようにして照明光を投受光し隅角の
反射画像を撮影するので、撮影範囲となる被写体（隅角）には、隅角先端を底部として大
きな高低差が存在している。しかし、マルチフォーカス画像では、隅角の組織間に高低差
があっても各部におけるピンボケが良好に抑制されているので、隅角を検者が良好に観察
できる。
【００２６】
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　本実施形態において、マルチフォーカス画像は、第１撮影装置における撮影光学系のフ
ォーカス状態を互いに異ならせて撮影した複数の隅角反射画像の合成（コラージュ）によ
る合成画像であってもよい。この場合、隅角全周の位置毎に、フォーカス状態が互いに異
なる複数枚の隅角反射画像が得られるように、第１撮影装置による撮影が行われる。各々
の隅角反射画像のうちコラージュに利用される領域は、各々の隅角反射画像に含まれる画
像領域毎のフォーカス状態を示す、フォーカス評価情報に基づいて決定されてもよい。隅
角上の位置毎に、フォーカス状態が最も良好な画像領域を、フォーカス状態が互いに異な
る複数枚の隅角反射画像の中から選択し、各位置について選択された画像領域をコラージ
ュすることで、広範囲にピントが合った隅角反射画像が得られる。このようなコラージュ
が隅角全周について行われることで、広範囲にピントが合った全周画像を形成できる。こ
のようなコラージュは、第１撮影装置、および、コンピュータのいずれによって実行され
てもよい。
【００２７】
　また、第１撮影装置の撮影光学系における被写界深度が十分に大きい場合、隅角全周の
各位置を一定のフォーカス状態で撮影した結果として、広範囲にピントが合った全周画像
を得ることもできる。この場合、第１撮影装置の撮影光学系における被写界深度が、種類
の異なる特徴部間の高低差に対して大きいことが好ましい。
【００２８】
　＜全周画像と断面情報との対応づけ＞
　被検眼の隅角に係る全周画像と断面情報とが予め取得されている場合において、コンピ
ュータは、全周画像と断面情報との位置関係を互いに対応づけてもよい。
【００２９】
　＜マッチング処理による対応づけ＞
　例えば、コンピュータは、全周画像と３次元情報との位置関係の対応づけを、マッチン
グ処理（画像マッチング）によって行ってもよい。
【００３０】
　例えば、コンピュータは、２次元画像を３次元情報に基づいて取得し、取得した２次元
画像と全周画像とをマッチングしてもよい。２次元画像は、第２撮影装置の撮影結果とし
て取得された３次元情報を処理することによって取得されてもよい。２次元画像を構成す
る各々の断面情報の取得位置は既知であるので、２次元画像と全周画像とのマッチングの
結果に基づいて、各々の断面情報の取得位置が全周画像上で特定可能になる。つまり、全
周画像と断面情報との位置関係が互いに対応づけられる。
【００３１】
　２次元画像は、３次元情報による３次元画像を、第１撮影装置における光軸に沿って観
たときの正面画像であってもよい。この２次元画像は、３次元画像を第１撮影装置の光軸
方向に関して積算した積算画像であってもよいし、第１撮影装置の光軸方向に関して任意
の位置にある平面を抽出した画像であってもよいし、３次元画像の表層を第１撮影装置の
光軸と直交する平面へ投影した投影画像であってもよいし、その他の２次元画像であって
もよい。このような２次元画像は、全周画像における対応領域と、高い相関を持つことが
期待できる。このため、マッチングによる全周画像と断面情報との対応づけを、より精度
の良く行ううえで有利である。なお、２次元画像を求めるうえで、断面情報の深さ方向と
第１撮影装置の光軸の向きとの角度に関する情報が必要となるが、これは、各撮影装置間
の設計値に基づく定数として予め取得されていてもよい。
【００３２】
　また、全周画像を３次元化し、３次元化した全周画像と、３次元情報に基づく３次元画
像と、の間でマッチング処理が行われてもよい。全周画像における被写体の高低は、例え
ば、全周画像の各位置におけるフォーカス評価情報と相関があるので、撮影時のフォーカ
ス状態が互いに異なる複数の全周画像を用いて、全周画像を３次元化してもよい。但し、
３次元化の手法は必ずしもこれに限られるものではない。
【００３３】
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　ここでいうマッチングは、各画像の位相情報に基づく画像処理（例：位相限定相関法）
であってもよいし、パターンマッチングであってもよい。パターンマッチングにおいては
、隅角の形状、又は、隅角の特徴部に関する情報がパターン抽出されマッチングに利用さ
れてもよいし、単に、画像上の特徴（輝度分布等）に関する情報がパターン抽出されマッ
チングに利用されてもよい。
【００３４】
　なお、隅角の形状に関する情報としては、角膜と虹彩の境界、または、強膜と虹彩の境
界、の位置・形状に関する情報であってもよいし、組織の起伏の位置・形状に関する情報
であってもよいし、眼軸を略中心として輪状に形成された組織の位置・形状に関する情報
であってもよい。輪状に形成された組織としては、瞳孔、Ｓｃｈｗａｌｂｅ線、線維柱帯
、強膜岬、毛様体帯等を用いることができる。これらのうちいずれかの組織を楕円近似し
たときの楕円の長径または半径の向きおよび位置が、隅角の位置・形状に関する情報とし
て利用されてもよい。また、隅角の特徴部に関する情報としては、Ｓｃｈｗａｌｂｅ線、
線維柱帯、強膜岬、毛様体帯、病変部の他、色素沈着部等の位置・形状に関する情報が利
用できる。また、特徴部に関する情報として、虹彩の模様が利用されてもよい。これらの
隅角の形状または隅角の特徴部に関する情報のうち、全周画像と３次元情報に基づく画像
（２次元画像または３次元画像）とにおいて共通するいずれかが、パターンマッチングに
おいて利用されてもよい。
【００３５】
　また、全周画像がマルチフォーカス画像であると、マッチングにおいて全周画像におけ
るピンボケの影響が少ないので、全周画像と断面情報との対応づけが、精度よく行われや
すい。
【００３６】
　＜モーションコントラストデータと全周画像との対応づけ＞
　第２撮影装置が前眼部ＯＣＴである場合において、コンピュータは、３次元情報として
隅角を含む前眼部の３次元ＯＣＴデータを取得する。
【００３７】
　コンピュータは、３次元ＯＣＴデータの１種である、３次元モーションコントラストデ
ータを取得し、３次元モーションコントラストデータを、全周画像と対応づけてもよい。
３次元モーションコントラストデータは、同一部位において取得された時間の異なる複数
のＯＣＴ信号を演算処理することによって取得することができる。モーションコントラス
トは、例えば、物体の動き（例えば、血流、組織変化など）を捉えた情報であってもよい
。３次元モーションコントラストデータの導出方法については、例えば、特開２０１７－
００６１７９号公報等を参照されたい。
【００３８】
　３次元モーションコントラストデータと、全周画像とのマッチングは、例えば、上記　
＜マッチング処理による対応づけ＞の記載内容が適用されてもよい。３次元モーションコ
ントラストデータを画像化したモーションコントラスト画像を用いてマッチングが行われ
てもよい。
【００３９】
　また、コンピュータは、追加的に、３次元モーションコントラストデータと同一範囲を
撮影した３次元強度ＯＣＴデータ（３次元ＯＣＴデータの一種）を取得し、３次元強度Ｏ
ＣＴデータと全周画像との対応づけを行うことで、３次元モーションコントラストデータ
と全周画像とが間接的に対応づけられてもよい。
【００４０】
　＜前眼部正面画像に基づく全周画像と断面情報との対応づけ＞
　全周画像と断面情報との対応づけにおいて、全周画像と断面情報に基づく２次元画像と
のマッチングによる手法とは異なる手法が利用さてもよい。一例として、第１撮影装置お
よび第２撮影装置の各々において撮影された前眼部正面画像を利用する方法が考えられる
。
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【００４１】
　この場合、第１撮影装置、および、第２撮影装置のそれぞれは、前眼部正面画像を撮影
可能な前眼部撮影光学系を有する。前眼部撮影光学系は、例えば、前眼部と共役な撮像面
を有するものであり、被検眼における上下の瞼が含まれる程度の画角で、前眼部正面画像
を撮影する。各撮影装置において、前眼部正面画像は、隅角の反射画像および断面情報の
各々と同時に撮影されてもよい。
【００４２】
　ここで説明する手法では、各撮影装置における撮影条件に基づいて推定される反射画像
の撮影位置および断面情報の取得位置が、各々と同時に撮影された前眼部正面画像に基づ
いて補正される。補正の結果、反射画像および断面情報のそれぞれにおいて、前眼部にお
ける位置を特定するための基準位置が、前眼部正面画と断面情報との間で一致される（つ
まり、基準位置が少なくとも対応づけられる）。
【００４３】
　なお、基準位置には、瞳孔中心が用いられてもよい。また、角膜頂点位置等の他の位置
が、基準位置として用いられてもよい。詳細には、隅角の反射画像の撮影時、および、断
面情報の撮影時、のそれぞれにおけるアライメント基準位置からのズレ量が、反射画像お
よび断面情報の各々と同時に撮影された前眼部正面画像から各々導出可能である。そして
、各アライメント基準位置からのズレ量と、隅角の反射画像における撮影位置のズレ量、
および、断面情報の取得位置のズレ量との関係は、それぞれ、実験等によって予め取得し
ておくことが可能である。よって、各撮影装置の撮影条件から推測される、反射画像にお
ける撮影位置、および、断面情報の取得位置を、導出したズレ量に基づいてそれぞれ補正
し、基準位置を一致させることができる。なお、撮影範囲が互いに異なる反射画像から全
周画像を形成する際、互いの基準位置が一致するようにコラージュすることで、断面情報
と基準位置において対応付けられた全周画像を得ることができる。
【００４４】
　また、ここで説明する手法では、反射画像の撮影時と断面情報の取得時との間における
、眼の旋回量の違いによる撮影位置および取得位置への影響を補正できる。詳細には、隅
角の反射画像の撮影時、および、断面情報の撮影時、の間における眼球の旋回量を、隅角
の反射画像および断面情報の各々と同時に撮影された２つの前眼部正面画像から導出でき
る。この旋回量を用いて、反射画像（および全周画像）と断面情報の位置関係を調整する
ことで、基準位置を通過する各経線に関して、全周画像上の位置と、断面情報との対応関
係を特定できる。
【００４５】
　＜表示処理＞
　コンピュータは、全周画像と断面画像とが互いに対応づけられた態様でモニタに同時に
表示させてもよい。例えば、全周画像と断面画像との一方を他方にマージした態様で表示
されてもよい。一例として、複数の断面画像に基づく隅角の３次元画像における隅角表層
に、全周画像が貼り付けられた態様で、全周画像および断面画像の表示が行われてもよい
。
【００４６】
　また、全周画像がカラー画像である場合、全周画像における各部の色情報が、少なくと
も３次元画像上において各部と対応する位置に反映されてもよい。つまり、全周画像に含
まれる各部の色情報に基づいて着色された３次元画像が、全周画像と共に、或いは、単独
で、モニタ上に表示されてもよい。
【００４７】
　なお、３次元画像が着色される場合、３次元画像における隅角の部位毎に予め定められ
た色が、着色されてもよい。このとき、各々の隅角の部位は、例えば、３次元画像を解析
することによって特定されてもよい。
【００４８】
　また、全周画像と断面画像とを、画面上の離れた領域に個別に表示すると共に、断面画
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像の取得位置が、全周画像上で示されてもよい。例えば、全周画像上で断面画像の取得位
置を示す指標（グラフィック）をマージすることによって、断面画像の取得位置が示され
てもよい。また、全周画像上で断面画像の取得位置の輝度、色等の画像情報を、周囲と異
ならせることで、断面画像の取得位置が示されてもよい。勿論、その他の方法で、断面画
像の取得位置が示されてもよい（図９，図１０参照）。
【００４９】
　また、全周画像をモニタに表示した状態で、全周画像上の一部（点、断面、領域）を指
定する操作をコンピュータが受け付けることにより、指定された一部における断面画像を
、全周画像と同時にモニタ上に表示させてもよい。
【００５０】
　ここで、例えば、断面画像からは、例えば、緑内障分類および閉塞隅角緑内障のグレー
ディング、において参考となる隅角の閉塞の程度、シュレム管の状態等を全周画像に比べ
てより容易に確認でき、全周画像からは、例えば、線維柱帯における色素沈着の程度（換
言すれば、線維柱帯の目詰まりの程度）、病変、等を断面画像に比べてより容易に確認で
きる。例えば、全周画像と断面画像とが互いに対応づけられた態様でモニタに同時に表示
されることによって、所期する位置における隅角の構造および状態が、検者によって多面
的に把握されやすくなる。
【００５１】
　また、断面画像としてモーションコントラスト画像が、全周画像と対応づけられた表示
態様は、今後、隅角周辺の血管情報、血流情報のいずれかと、緑内障との関係を調査する
うえで有用性が期待される。このとき、更に、血管の密度情報、血流の流速情報等のいず
れかを、３次元モーションコントラストデータを解析することで取得し、モーションコン
トラスト画像および全周画像と共に表示してもよい。
【００５２】
　＜隅角における角度情報の表示＞
　また、コンピュータは、全周画像の少なくとも一部と対応づけて、その一部における隅
角の角度を示す角度情報を、少なくとも全周画像と共にモニタ上に表示させてもよい。角
度情報は、対応する断面情報に基づいて導出することができる。角度情報は、緑内障分類
、および、閉塞隅角緑内障のグレーディング、において参考となる情報であり、例えば、
角度そのものを数値で示すものであってもよいし、予め定められた範囲毎に角度を分類し
、その分類を文字等で示すものであってもよい。本実施形態では、隅角全周において互い
に異なる位置についての角度情報が、同時に、または、切換えて表示されてもよい。
【００５３】
　＜隅角領域における偏光特性データに基づく組織・特徴部の検出＞
　なお、第１撮影装置および第２撮影装置のうち少なくとも一方の撮影結果に基づいて、
隅角における偏光特性を示す偏光特性データを取得可能であってもよい。各撮影装置から
隅角へ照射された光の戻り光が、偏光が互いに異なる、第１偏光成分の光と、第２の偏向
成分の光と、に分割され、第１および第２偏光成分の光に基づいて偏光特性データが取得
される。偏光特性データは、偏光特性に関する解析結果であってもよく、例えば、隅角領
域の複屈折性に関する情報（複屈折情報）、隅角領域の偏光一様性（DOPU）に関する情報
、隅角領域の偏光軸回転（Axis-Orientation）に関する情報、の少なくともいずれかであ
ってもよい。なお、これらの情報の算出方法については、当業者に周知の技術を採用でき
るので説明を省略する。
【００５４】
　検出部は、隅角における特徴部を、偏光特性データに基づいて検出する。例えば、線維
柱帯に含まれる特徴的な組織が特徴部として検出可能である。
【００５５】
　その他に、特徴部として検出される組織は、必ずしも線維柱帯に含まれる組織である必
要はなく、線維柱帯以外の組織が、隅角における特徴部として検出されてもよい。この場
合、屈折性、偏光一様性、偏光軸回転、等の各種偏光特性の１つ以上において、隅角の他
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の部位と異なる性質を持つ組織が、特徴部として検出可能である。このような特徴部の具
体例としては、隅角における線維状の組織であってもよいし、隅角において所定の色素を
持つ組織であってもよい。また、偏光特性を有する組織を偏光特性データに基づいて除外
し、残った部分を特徴部として検出してもよい。例えば、シュレム管は、中空になってい
るので、偏光特性を持たない中空部分が、この手法で検出できると考えられる。シュレム
管は、例えば、偏光特性データに基づいて検出され得る。
【００５６】
　また、更には、被検眼に存在する人工物が、特徴物として偏光特性データに基づいて検
出されてもよい。人工物としては、例えば、緑内障インプラント等の生体埋植装置であっ
てもよい。
【００５７】
　線維柱帯に含まれる特徴的な組織が検出される場合、検出部は、線維柱帯の複屈折性に
起因する、他の組織との偏光遅延量の違いを利用して検出を行ってもよい。この場合、隅
角の位置毎の偏光遅延量に関する情報を含む、偏光特性データに基づいて、線維柱帯（線
維状の組織）が検出される。
【００５８】
　特徴部として検出される、線維柱帯に含まれる特徴的な組織は、必ずしも線維柱帯その
もの（繊維状の組織そのもの）である必要はない。例えば、線維柱帯における色素沈着部
が、特徴部として検出されてもよい。色素沈着部では、偏光解消（偏光スクランブル）が
生じる。これにより、色素沈着部は、偏光解消に基づいて、特徴的に検出されうる。また
、偏光解消は、偏光一様性(DOPU)とも相関があるので、色素沈着部は、偏光一様性に基づ
いて、特徴的に検出されうる。そこで、本実施形態において、検出部は、隅角の位置毎の
偏光解消、または、偏光一様性に関する情報を含む、偏光特性データに基づいて、色素沈
着部を検出してもよい。勿論、線維柱帯に含まれる特徴的な組織は、線維柱帯における線
維状の組織、および、色素沈着部以外の組織であってもよい。
【００５９】
　このように、線維柱帯における線維状の組織と、色素沈着部と、の一方または両方が、
偏光特性データに基づいて、少なくとも検出可能である。
【００６０】
　＜全周画像に基づく断面情報の取得位置設定＞
　また、第１撮影装置によって撮影される全周画像は、第２撮影装置において断面情報の
取得位置を設定するために利用されてもよい。ここでは、全周画像から検出される特定の
隅角組織、または、検者が指定した位置に応じた切断面に対し断面情報の取得動作が第２
撮影装置によって実行される。
【００６１】
　ここで、第２撮影装置において断面情報を取得すべき切断面を特定するために、第１撮
影装置および第２撮影装置のそれぞれで撮影される前眼部正面画像が利用される。便宜上
、第１撮影装置で撮影される前眼部正面画像を第１正面画像、第２撮影装置で撮影される
前眼部正面画像を第２正面画像とそれぞれ称する。第２正面画像は、第２撮影装置におい
て被検眼のアライメント（および／またはトラッキング）に利用される観察画像である。
【００６２】
　第１撮影装置および第２撮影装置のそれぞれは、前眼部正面画像を撮影可能な前眼部撮
影光学系を有する。ここで、全周画像を構成する反射画像のいずれかと同時に撮影された
第１正面画像は、例えば、瞳孔中心等の基準位置において、全周画像との対応づけが可能
である。また、第２撮影装置においても、第２正面画像上の各位置と、断面情報の取得位
置との対応づけが可能である。従って、第１撮影装置で予め撮影されており全周画像と対
応づけられた第１正面画像と、第２撮影装置において観察画像として利用される第２正面
画像と、を介して、基準位置を通過するいずれかの経線（切断面）が、全周画像上の各位
置に対して特定可能となる。従って、例えば、全周画像から検出される特定の隅角組織、
または、全周画像において検者が指定した位置に対し、それらの組織または位置を通過す
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る経線の位置が第２正面画像上で特定できるので、第２撮影装置は、光学系またはアライ
メント駆動部を駆動制御し、第２正面画像上で特定された経線に対して断面情報の取得動
作を実行する。
【００６３】
　　「実施例」
　以下、実施例を説明する。初めに、第１実施形態と対応する実施例を示す。図１に示す
ように、本実施例に係る眼科システム１は、隅角撮影装置１００（実施例における「第１
撮影装置」）、前眼部ＯＣＴ２００（実施例における「第２撮影装置」）、コンピュータ
３００（実施例における「コンピュータ」）を含む。
【００６４】
　隅角撮影装置１００は、被検眼の隅角の反射画像を撮影する。実施例の隅角撮影装置１
００は、隅角全周のうち一部を撮影するものであって、互いに異なる位置について撮影し
た複数の反射画像が合成された結果として、全周画像が生成される。
【００６５】
　前眼部ＯＣＴ２００は、前眼部において測定光を走査し、前眼部のＯＣＴデータを取得
する。前眼部ＯＣＴ２００において、測定光の走査範囲は隅角（およびその周辺）におよ
んで、ＯＣＴデータとして断面情報が取得される。
【００６６】
　　＜隅角撮影装置＞
　図２を参照して、隅角撮影装置１００の概略的な装置構成を説明する。なお、図面に示
した、Ｘ方向を左右方向、Ｙ方向を上下方向、Ｚ方向を前後方向として説明する。
【００６７】
　隅角撮影装置１００は、固視光軸Ｌ１に対して傾斜した、撮影光軸Ｌ２を有する。アラ
イメントが適正な状態において、撮影光軸Ｌ２は、隅角の角度分割線に沿って配置される
。隅角撮影装置１００は、撮影光軸Ｌ２に沿って隅角領域からの反射光の受光を行い、こ
れにより、隅角についての反射画像を撮影する。
【００６８】
　隅角撮影装置１００は、撮影光学系１００ａと、制御部１７０とを少なくとも有する。
撮影光学系１００ａは、隅角の反射画像を撮影するための光学系である。制御部１７０は
、装置全体の動作制御を司る。また、本実施例では、制御部１７０は、隅角撮影装置１０
０における画像処理器を兼用する。例えば、撮影光学系１００ａによって撮影された反射
画像が、制御部１７０によって加工され、その結果として全周画像が形成される。
【００６９】
　撮影光学系１００ａは、対物反射部１４０と、切換部１３０と、撮像素子１６０と、を
、少なくとも有する。隅角撮影装置１００は、光源１１０およびフォーカス調整部１５０
を、更に有していてもよい。
【００７０】
　光源１１０は、隅角に照射される照明光の光源である。本実施例において、光源１１０
は、可視光を出射する。以下の説明では、隅角画像をカラー画像として得るために、波長
域が異なる複数色の光（例えば、白色光）を少なくとも出射可能であるものとする。
【００７１】
　光源１１０からの照明光は、ビームスプリッター１２０によって反射され、切換部１３
０に向かう。このとき、照明光の反射光は、固視光軸Ｌ１に沿って切換部１３０に導かれ
る。なお、ビームスプリッター１２０は、撮影光学系１００ａにおける照明光の投光経路
と受光経路とを分離する。ビームスプリッター１２０としては、ハーフミラー、穴開きミ
ラー等が用いられてもよい。
【００７２】
　切換部１３０は、隅角の全周の中で反射画像の撮影位置を変位させるユニットである。
切換部１３０が設けられていることで、隅角の全周における複数の撮影位置において隅角
の反射画像を撮影できる。本実施例において、切換部１３０は、ミラー１３１，１３２と
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、モーターなどの図示無き駆動源と、を有する。切換部１３０は、制御部１７０からの制
御信号に基づいて駆動され、その結果として、撮影光軸Ｌ２が固視光軸Ｌ１周りに回転さ
れる。
【００７３】
　図２に示した２枚のミラー１３１，１３２は、平行に配置されており、照明光の光路中
心を固視光軸Ｌ１に対して所定間隔だけ、シフトする。図示無き駆動源によって、ミラー
１３１，１３２が固視光軸Ｌ１を中心に回転されることで、切換部１３０から対物反射部
１４０への照明光の照射光路の位置が変位される。
【００７４】
　ここで、対物反射部１４０は、照明光を、固視光軸Ｌ１側に折り曲げる反射面を持つ。
反射面によって反射された照明光の光軸を、固視光軸Ｌ１に対して大きく傾斜するように
折り曲げて、装置外部に導く。このとき、装置外部へ導かれる光軸が、撮影光軸Ｌ２とし
て利用される。
【００７５】
　本実施例において、対物反射部１４０には、複数の反射面が、固視光軸Ｌ１の周りに並
んで形成されている。本実施例では、対物反射部１４０の具体例として、正多角形を底面
に持つ錐台形状のプリズムが利用される。より詳細には、底面は、正１６角形であり、１
６枚の側面を有するプリズムが利用される。本実施形態では、被検眼Ｅからみて、０°、
２２．５°、４５°、６７．５°、９０°・・・（中略）…３３７．５°の各方向に、固
視光軸Ｌ１に向けられた反射面が配置されている。なお、各々の角度は、固視光軸Ｌ１を
基準とした角度である。また、説明の便宜上、０°は、水平面上（より詳細には、隅角撮
影装置１００から見て、水平面上の右側）とする。
【００７６】
　制御部１７０は、切換部１３０が照明光を導く面を、１６枚の反射面のうちいずれか１
つに選択することで、隅角全周において各々の反射面と対応する撮影位置へ照明光を導く
ことができる。
【００７７】
　隅角領域からの反射光は、対物反射部１４０，切換部１３０を遡って、ビームスプリッ
タ―１２０に導かれる。ビームスプリッタ―１２０を撮像素子１６０側に通過した照明光
は、フォーカスレンズ１５１を経由して、撮像素子１６０によって受光される。その結果
、図３に示すような隅角の反射画像が撮影される。
【００７８】
　フォーカスレンズ１５１は、隅角撮影装置１００におけるフォーカス調整部の一部であ
る。フォーカスレンズ１５１を光軸に沿って移動させる駆動部１５２が、隅角撮影装置１
００には設けられている。駆動部１５２は、例えば直動アクチュエータを含んでいてもよ
い。隅角において所望する組織に応じて、フォーカスレンズ１５１の位置が調整されるこ
とによって、所望する組織が含まれる隅角の画像が、撮像素子１６０からの受光信号に基
づいて撮影される。本実施例では、フォーカスレンズ１５１を移動させることによってフ
ォーカス調整が行われるが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、撮像素子１
６０を光軸方向へ移動させることでフォーカス調整が
行われてもよい。
【００７９】
　本実施例では、制御部１７０が、各々の撮影位置において、互いに異なるフォーカス状
態で複数回、反射画像の撮影を実行させる。これによって、フォーカス状態が互いに異な
る反射画像が、撮影位置毎に生成される。そして、制御部１７０は、各位置においてピン
トが合ったマルチフォーカス画像を、撮影位置毎に生成する。撮影位置が互いに同一であ
ってフォーカス状態が互いに異なる複数枚の反射画像において、反射画像を更に細分化し
た領域毎に、ピント状態が最も良好な画像を、制御部１７０が判定する。その際、制御部
１７０によって、各反射画像の位置合わせ処理が予め行われていてもよい。細分化される
領域を、各反射画像において正確に対応付けることができる。
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【００８０】
　また、本実施例において、制御部１７０は、隅角全周における撮影位置毎に生成された
マルチフォーカス画像をコラージュし、全周画像を生成する（図４参照）。生成された全
周画像は、隅角撮影装置１００の図示無きメモリに記憶されてもよい。
【００８１】
　なお、先に、フォーカス状態が互いに異なる複数枚の全周画像を生成し、その後、フォ
ーカス状態が互いに異なる複数枚の全周画像に基づいて、隅角全周のマルチフォーカス画
像を生成してもよい。
【００８２】
　＜前眼部ＯＣＴ＞
　図５に示すように、実施例における前眼部ＯＣＴ２００は、固視光軸Ｌ１に対して測定
光を略テレセントリックに照射し、被検眼Ｅの眼軸に沿う方向を深さ方向とする前眼部の
ＯＣＴデータを取得する。前眼部ＯＣＴ２００は、スペクトラルドメイン式ＯＣＴ（ＳＤ
－ＯＣＴ）であってもよいし、波長掃引式ＯＣＴであってもよい。
【００８３】
　前眼部ＯＣＴ２００は、ＯＣＴ光学系２００ａと、制御部２７０と、を少なくとも有す
る。制御部２７０は、装置全体の動作制御を司る。また、本実施例では、制御部２７０は
、前眼部ＯＣＴ２００における画像処理器を兼用する。
【００８４】
　ＯＣＴ光学系２００ａは、光源２１０、検出器２２０、カップラー（スプリッタ）２３
０、参照光学系２４０、を有していてもよい。ＯＣＴ光学系２００ａは、光源２１０から
の光をカップラー２３０によって、測定光と参照光とに分割する。また、前眼部へ照射さ
れた測定光の戻り光と参照光との干渉信号が、検出器２２０によって検出・出力される。
検出器２２０から出力される干渉信号に基づいて、前眼部のＯＣＴデータが得られる。な
お、本実施例において、測定光の走査範囲には、被検眼の隅角が含まれるものとする。つ
まり、前眼部ＯＣＴは隅角に対して測定光を走査することで、隅角のＯＣＴデータを取得
できる。
【００８５】
　ＯＣＴ光学系２００ａは、カップラー２３０から被検眼Ｅまでの間に、光スキャナ２５
０および対物レンズ２６０を有する。対物レンズ２６０の焦点またはその近傍に光スキャ
ナ２５０が配置されることによって、固視光軸Ｌ１に対して略平行に、測定光が照射され
る。測定光は、前眼部上で光スキャナ２５０の動作に応じて走査される。
【００８６】
　前眼部ＯＣＴ２００の各部は、制御部２７０に接続されており、制御部２７０からの制
御信号に基づいて動作する。また、検出器２２０から出力される干渉信号は、制御部２７
０によって処理され、ＯＣＴデータとして取得される。ＯＣＴデータに基づいて、隅角の
断層画像、および、３次元画像が生成される。
【００８７】
　＜コンピュータ＞
　本実施例において、コンピュータ３００は、隅角全周の反射画像である全周画像と、隅
角のＯＣＴデータとを対応づけし、全周画像とＯＣＴデータに基づく断面画像とを互いに
対応付けた状態でモニタ３４０に表示させる。
【００８８】
　図７に示すように、コンピュータ３００は、少なくとも、ＣＰＵ（演算処理部の一例）
３０１，メモリ（記憶装置）３０２，および，入出力ポート３１０を少なくとも含む。Ｃ
ＰＵ３０１は、コンピュータ３００における主要な動作を司るプロセッサである。
【００８９】
　メモリ３０２は、各種情報を記憶する記憶装置であり、少なくとも、一時的にデータを
記憶する揮発性の記憶媒体（例えば、レジスタ，キャッシュ，及び，ＲＡＭ等）と、制御
プログラムおよび固定データ等を記憶する不揮発性の記憶媒体（例えば、ＲＯＭ，ＨＤＤ
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，フラッシュメモリ等）と、が含まれる。本実施例では、このうち、不揮発性の記憶媒体
に、眼科用画像処理プログラムが記憶されていてもよい。不揮発性の記憶媒体は、繰り返
し書き換え可能な記憶媒体を含んでいてもよい。この場合、書き換え可能な不揮発性の記
憶媒体に、眼科用画像処理プログラムの実行結果として得られたデータが、記憶されても
よい。
【００９０】
　入出力ポート３１０は、コンピュータ３００と外部機器とを電気的に接続する。本実施
例では、隅角撮影装置１００と、前眼部ＯＣＴ２００との他、外付け記憶媒体３２０、操
作部３３０、および、モニタ３４０が、入出力ポート３１０を介してコンピュータ３００
に接続されている。
【００９１】
　操作部３３０は、検者が操作を入力するためのユーザインターフェイスである。操作部
３３０として、マウス、又は、キーボード等が利用されてもよい。モニタ３４０には、隅
角撮影装置１００と、被検眼Ｅに関する各種画像および情報が表示される。モニタ３４０
の５０の表示制御は、ＣＰＵ３０１によって行われる。つまり、本実施形態では、ＣＰＵ
３０１が、表示制御部を兼用する。
【００９２】
　＜動作説明＞
　以下に、図８のフローチャートを参照して、眼科用画像処理プログラムに基づいて実行
されるコンピュータ３００の動作を説明する。
【００９３】
　なお、本実施例では、隅角撮影装置１００によって全周画像が予め生成されており、前
眼部ＯＣＴ２００によって隅角を含む前眼部全体のＯＣＴデータが予め生成されているも
のとする。なお、全周画像は、マルチフォーカス画像であるものとする。
【００９４】
　まず、コンピュータ３００は、被検眼における隅角の全周画像と被検眼の隅角の前眼部
ＯＣＴデータとを取得する（Ｓ１）。ここでは、コンピュータ３００は、隅角撮影装置１
００および前眼部ＯＣＴ２００からそれぞれ送信される全周画像と前眼部ＯＣＴデータと
を、入出力ポート３１０を介してメモリに記憶する。
【００９５】
　次に、コンピュータ３００は、Ｓ１の処理によって予め取得した全周画像と、前眼部Ｏ
ＣＴデータとを、両者のマッチング処理によって互いに対応付ける（Ｓ２～Ｓ３）。
【００９６】
　詳細には、本実施例では、隅角撮影装置１００の光軸Ｌ２に沿って３次元画像を見たと
きの２次元画像が取得され（Ｓ２）、２次元画像と全周画像との間でマッチング処理が行
われる（Ｓ３）。
【００９７】
　本実施例において、２次元画像は、隅角撮影装置１００の光軸Ｌ２と直交する平面に対
して、３次元画像の表層を投影変換することによって、３次元画像の表層の投影像として
取得される。投影変換の際、前眼部ＯＣＴ２００におけるＯＣＴデータの深さ方向（ここ
では、Ｚ方向）と、隅角撮影装置１００にける撮影光軸Ｌ２との間における角度情報が必
要となるが、隅角撮影装置１００と前眼部ＯＣＴ２００との設計値に基づく既知のデータ
として、予めメモリ３０２に記憶されていてもよい。なお、任意の平面に対し、３次元空
間上の任意の点を投影する手法は公知であるので、投影像を生成するアルゴリズムについ
ての詳細な説明は省略する。なお、２次元画像は、投影像に限定されるものではなく、各
種のＯＣＴ正面画像が適用可能である。例えば、２次元画像は、光軸Ｌ２方向に関して一
定の深さにある水平断面の画像であってもよいし、３次元画像の各層を光軸Ｌ２方向に関
して積算した画像であってもよい。
【００９８】
　このとき、投影像には、３次元画像において特定可能な組織の起伏による特徴部が、投
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影像に投影されてもよい。例えば、３次元画像をそのまま投影しただけでは投影像に反映
されない特徴部の位置、又は形状を、投影像において特定および強調してもよい。投影像
上で特定および強調された特徴部の位置は、全周画像とのマッチングに利用可能である。
なお、組織の起伏による特徴部としては、例えば、隅角の底部、虹彩の起伏、等が挙げら
れる。
【００９９】
　次に、投影像と、全周画像とをマッチングする。マッチングでは、投影像と、全周画像
との両方において画像化された、共通の特徴を利用してもよい。また、投影像と、全周画
像との位相画像をそれぞれ生成し、位相画像同士でマッチングを行ってもよい。本実施例
では、投影像を基準として、全周画像を、移動および回転等させながら、両者の相関が最
大化される位置関係を探索する相関が最大になる位置関係にて、３次元画像と、全周画像
とが対応づけられる。
【０１００】
　マッチングは、剛体レジストレーションであってもよいし、非剛体レジストレーション
であってもよい。剛体レジストレーションに供される画像は、線形変換（拡大縮小、平行
移動、せん断、回転）が施されてもよい。
【０１０１】
　なお、本実施例では、全周画像はマルチフォーカス画像であり、各部におけるピンボケ
が抑制されているので、投影像とのマッチングが、精度良く行われやすい。
【０１０２】
　次に、コンピュータ３００は、全周画像と３次元画像とが互いに対応づけられた表示態
様で、モニタ３４０に表示させる（Ｓ４）。図９，図１０に、表示態様の一例を示す。
【０１０３】
　図９の例では、全周画像と、３次元画像とが、互いに異なる位置で、個別に、且つ、同
時に表示される。全周画像上で、３次元画像と対応する位置には、指標４００が重畳表示
されており、これによって、全周画像と３次元画像との対応関係が示されている。指標４
００により、検者は、全周画像と３次元画像との対応関係を把握できる。そして、指標４
００の位置における隅角の様子を、全周画像と３次元画像との両方に基づいて観察できる
。
【０１０４】
　隅角全周に対する３次元画像が予め取得されている場合、全周画像上の指標４００を操
作部３３０の操作に基づいて変更可能であってもよく、指標４００の位置と対応する位置
の３次元画像が表示されるように、モニタ３４０上に表示される３次元画像が指標４００
の位置を変更する操作に基づいて切換えられてもよい。
【０１０５】
　図９の例では、全周画像に対して、位置指標が表示される。ここでいう位置指標は隅角
全周における各領域の位置を特定するための情報である。図９の例では、「Ｎ」「Ｓ」「
Ｔ」「Ｉ」の４種類の文字が、位置指標として示される。右眼の場合、０°の撮影位置の
画像（つまり、鼻側の撮影位置の画像）に対して「Ｎ」、９０°の撮影位置の画像（つま
り、上側の撮影位置の画像）に対して「Ｓ」、１８０°の撮影位置（つまり、こめかみ側
の撮影位置の画像の画像に対して「Ｔ」、２７０°の撮影位置の画像（つまり、下側の撮
影位置の画像に対して「Ｉ」の文字による位置指標が、それぞれ示される。「Ｎ」「Ｓ」
「Ｔ」「Ｉ」は、それぞれ、ｎａｓａｌ，ｓｕｐｅｒｉｏｒ，ｔｅｍｐｏｒａｌ，ｉｎｆ
ｅｒｉｏｒの頭文字である。３次元画像の表示領域においても、同様の位置指標が表示さ
れてもよい。
【０１０６】
　また、本実施例では、３次元画像を表示するものとしたが、これに限られるものではな
く、２次元断面画像が、全周画像と対応づけられた表示態様で表示されてもよい。この場
合、全周画像上で、任意の切断線を指定すると、該切断線による断面を示す２次元断面画
像が、モニタ３４０に表示されてもよい。
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【０１０７】
　図９に示すように３次元画像が表示される場合、３次元画像は、例えば、検者の操作に
基づいて、任意の向きに回転可能であってもよい。これにより、隅角における組織の立体
形状を、検者が多面的に観察できる。また、全周画像および３次元画像（より詳細には、
その表層）のうち一方に対して、検者による操作部３３０の操作に基づいて位置が指定さ
れた場合に、指定された位置と他方の画像上で対応する位置に、指標が重畳されてもよい
。
【０１０８】
　また、全周画像と３次元画像とが互いに対応づけられた表示態様の、他の例として、全
周画像が３次元画像の表層に対してマージされた画像を、表示してもよい。例えば、本実
施例では、射映像との相関が最大化された位置関係に置かれている全周画像を、光軸Ｌ２
に関して逆投影変換し、３次元画像の表層に対してマージする。マージの結果、図１０に
示すように、全周画像に含まれる隅角表面の情報が、３次元的なモデルに反映される。こ
れによって、検者は、隅角の３次元構造をより良好に把握できる。
【０１０９】
　＜変形例＞
　以上、実施形態に基づいて説明を行ったが、本開示は、様々な変形が可能である。
【０１１０】
　＜変形例：隅角全周の一部における反射画像と断面情報との対応づけ＞
　例えば、上記実施形態において、コンピュータは、隅角の全周画像と、断面情報との対
応づけが行われる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例え
ば、第１撮影装置の撮影結果として取得される隅角の反射画像と、第２撮影装置の撮影結
果として取得される断面情報と、がコンピュータによって対応付られてもよい。ここでい
う反射画像は、隅角の全周画像、および、隅角全周のうち一部についての反射画像のいず
れであってもよい。なお、対応づけの手法、断面情報の種類は、本開示の他の記載を援用
できる。
【０１１１】
　＜変形例：ＰＳ－ＯＣＴ＞
　例えば、実施例に係る前眼部ＯＣＴ２００は、ＰＳ－ＯＣＴの構成を備えていてもよい
。ＰＳ－ＯＣＴとは、偏光感受ＯＣＴ（ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ  ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ
  ＯＣＴ）であり、被検物の内部の複屈折性（リタデーション）、偏光軸（アクシスオリ
エンテーション）、複減衰（ダイアッテネーション）等の少なくともいずれかを取得する
ことができる。
【０１１２】
　ここで、ＰＳ－ＯＣＴの一例として、ＰＳ－ＳＳ－ＯＣＴの構成例を示す。ＳＳ－ＯＣ
Ｔとは、波長掃引光源を用いたＳｗｅｐｔ  Ｓｏｕｒｃｅ  ＯＣＴである。この場合、前
眼部ＯＣＴ２００は、第１分割部材と第２分割部材を備えていてもよい。第１分割部材は
、所定の位相差を有する複数の干渉光を生成する。第２分割部材は、偏光方向が異なる複
数の干渉光を生成する。第１チャンネルは、偏光方向が互いに共通（本実施形態では水平
偏光）し、且つ互いの間に位相差を有する２つの干渉光を平衡検出してもよい。第２チャ
ンネルは、偏光方向が互いに共通（本実施形態では垂直偏光）し、且つ互いの間に位相差
を有する２つの干渉光を平衡検出してもよい。第１チャンネルが検出する干渉光の偏光方
向と、第２チャンネルが検出する干渉光の偏光方向は異なる。この場合、前眼部ＯＣＴ２
００は、垂直偏光成分および水平偏光成分を持つ各波長での干渉信号に基づいて、隅角の
偏光特性データを、それぞれのチャンネル間の特性差の影響が低下された状態で取得する
ことができる。ＰＳ－ＯＣＴを用いることによって、強度ＯＣＴデータでは検出できない
特徴部（例えば、隅角では、色素、線維状の組織、シュレム管等）が、偏光特性データを
処理することで検出できる。
【０１１３】
　＜隅角撮影装置における対物反射部の変形例＞
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　また、例えば、隅角撮影装置１００の対物反射部１４０に形成された反射面は、複数枚
に分かれている必要は、必ずしもなく、一連の曲面で形成されていてもよい。また、対物
反射部１４０は、必ずしもプリズムである必要はなく、例えば、反射鏡であってもよい。
反射鏡の場合、光軸側に反射面を持つ、筒状の多面鏡または曲面鏡であってもよい。
【０１１４】
　＜隅角撮影装置における切換部の変形例＞
　なお、隅角撮影装置１００の切換部１３０は、撮影光学系の一部を回転させることで、
隅角全周における撮影範囲を切換えるものであったが、必ずしもこれに限られるものでは
ない。例えば、固視光軸に対して傾斜された撮影光軸を固視光軸周りに回転させるのでは
なく、切換部は、被検眼の視線の向きが大きく変位されるように、固視を誘導する構成で
あってもよいし、被検眼と装置との３次元的な位置関係を調整する構成であってもよいし
、これらを組み合わせた構成であってもよい。
【符号の説明】
【０１１５】
１００　隅角撮影装置
２００　前眼部ＯＣＴ
３００　コンピュータ
３４０　モニタ
 

【図１】 【図２】

【図３】



(19) JP 2019-42304 A 2019.3.22

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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